
 

国立大学法人東京農工大学公開講座規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学公開講座規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

 

本則 

 

本則 

 

  

(講習料等) 

第 7条 (略) 

(講習料等) 

第 7条 (略) 

2 小学生及び中学生を対象として自然科学や科学技術に対する興味・関

心を高めることを目的とする公開講座のうち、本学が適当と認める公開

講座については、講習料を無料とすることができる。 

2 高校生以下を対象として自然科学や科学技術に対する興味・関心を高

めることを目的とする公開講座及び他大学等との連携により開催する公

開講座のうち本学が適当と認めるものについては、講習料を無料とする

ことができる。 

3～5 (略) 3～5 (略) 

  

附 則（25教規程第 7号） 

この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。 


